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ＪＲ東海も同じ 職場の組合活動否定 
 
 
 
 
 
 

ＪＲ東労組も職場からの労働運動を確認 
 

ＪＲ東日本会社は、直ちに処分を撤回しろ！ 
ＪＲ東日本会社が８月３０日、「えん罪・浦和電車区事件」の第

１審判決を理由に、美世志会の６名に対して懲戒解雇の不当処分を
出しました。ＪＲ東日本会社の、まったく無法で根拠を持たない不
当処分であり満腔の怒りをもって抗議する。  
ＪＲ東海会社に置いても同じ弾圧がかけられている 
残念ながらＪＲ東海会社でも、その本質において同じ大弾圧がさ

れている。わたしたちの、主任レポート反対の闘いに対してだ。 
愛知県警は、東海労組合員を、会社による一方的な「刑事告訴」

を理由に「書類送検」した。愛知県警は「窃盗容疑」で任意の事情

聴取はしたものの何ら「窃盗」の具体的な根拠を示せないまま８月
３０日に「書類送検」をしたのだ。まったく偏見と憶測による労働
組合に対する大弾圧である。絶対に許されない。 

 
組合員に対する不当な「就業制限」を直ちに取り消せ 
組合員が不当な「就業制限」を通告されて５０日を過ぎている。

理由は「被疑者として警察の捜査を受けた」というもの。そもそも
「窃盗」をデッチ上げたうえでの捜査であり不当極まりない弾圧だ。 
会社はあらかじめ「懲戒処分」を前提にして「就業制限通知書」

を周到に用意し警察署内まで持ち込んで通告しているのだ。  
わたしたちは、弾圧に抗して職場からの闘いを継続する！ 
わたしたちは、ＪＲ東労組と連帯して職場から闘う！ 


